
  

議案第２号 

 

愛西市教育長の給与及び旅費に関する条例の制定について 

 

 愛西市教育長の給与及び旅費に関する条例を別紙のように定めるものとす

る。 

 

平成２７年２月２６日提出 

 

愛西市長 日 永 貴 章 

 

 

提案理由 

 

 この案を提出するのは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正

に伴い、教育長の給与及び旅費に関する条例を新たに制定する必要があるか

らである。 



1 

 

愛西市条例第２号 

 

愛西市教育長の給与及び旅費に関する条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条の

規定に基づき、教育長の給与に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （給与） 

第２条 教育長の給料は、月額６６万７，０００円とする。 

２ 教育長には、前項の給料のほか、通勤手当及び期末手当（以下「諸手当」

という。）を支給する。 

３ 諸手当は、愛西市職員の給与に関する条例（平成１７年愛西市条例第４５

号。以下「給与条例」という。）の適用を受ける職員の手当の額による。

ただし、給与条例第２０条第２項中「１００分の１２２．５」とあるのは

「１００分の１４７．５」と、「１００分の１３７．５」とあるのは「１００

分の１６２．５」とし、期末手当の額の算出に係る期末手当基礎額につい

ては、給料月額に、次に掲げる額を加算した額とする。 

（１） 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して加算する額 給料の

月額に１００分の２０を乗じて得た額 

（２） 管理又は監督の地位にあることにより加算する額 給料の月額に

１００分の２５を乗じて得た額 

（給与の支給） 

第３条 前条に定めるもののほか、教育長の給料及び諸手当の支給について

は、給与条例の適用を受ける職員の例による。 

（旅費） 

第４条 教育長が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。 

２ 前項の規定により支給する旅費の額は、愛西市特別職の職員で常勤のも

のの給与及び旅費に関する条例（平成１７年愛西市条例第４２号。以下「旅

費条例」という。）の適用を受ける職員の例による。 
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３ 前項に定めるもののほか、旅費の支給については、旅費条例の適用を受

ける職員の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成

２６年法律第７６号）附則第２条の規定によりなお従前の例により在職す

るものとされる教育長については、この条例の規定は、適用しない。 

 


